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視 点

日本経済の『ロングバケーション』は終わった

どうも今年に入ってからのテレビ番組は、ドラマもＣＭもさえない。定番メニュー的性格が強く、あま

り世の中の動きを反映しないＮＨＫの朝ドラ、大河ドラマを除くと、視聴率30％の大台に乗せているド

ラマはないし、サラリーマンの心の琴線に触れるようなＣＭコピーもいまのところ現れていないよう

だ。「もうこんな生活イヤ」という通販生活ＣＭのコピーが国民的共感を呼び、フジテレビの連続ドラ

マ「ロングバケーション」最終回が視聴率36.7％という久方ぶりのヒットを飛ばした昨年の活気は、い

まのところ感じられない。ところで、過去の傾向をみると、流行るドラマやＣＭの出現頻度は、どうや

ら景気と逆相関する気味がある。もし、この仮説にして正しければ、足元の景気の腰が相当に強いこと

が、意外なところから裏付けられることになるのかもしれない。

閑話休題。今年の『経済白書』は、昨年下期以降、日本経済には民間需要主導による自律回復的循環の

様相が次第にはっきりしてきたことを指摘し、底堅い設備投資に主導された今次回復期の好循環は、当

面の財政政策面でのマイナス要因によっても腰折れせず、持続することが期待できると展望してい

る。97年度の実質ＧＤＰ成長率については、いまのところ１％台前半と後半で予測機関の見方が分かれ

ているけれども、１％台後半に上方修正する動きも次第にみられるようになっている。

実は、97年度の財政のマイナス要因は、消費税率引き上げ、特別減税廃止、公共事業抑制などの直接要

因に加えて消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動減の影響まで併せると約10兆円強に及ぶとみられ

ている。これは、ＧＤＰの約２％強に相当する。このようなマイナス要因を抱えてなお、実質成長率が

1.5％前後を伺うとすれば、一過的なマイナス要因を除いた経済の基調は実質３％台の成長軌道に乗って

いることになる。振り返ってみると、日本経済は92～94年度の実質ＧＤＰほぼゼロ成長を脱した後

は、95年度2.4％、96年度3.0％と、着実な回復過程を歩んできた。足元の景気も今年度の特殊要因を除

けば、その延長線上からそれほど外れているわけではないといえよう。
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もちろん、雇用面と中小企業における回復の遅れなど懸念材料は多い。金融、財政などの構造問題も解

決されたわけではない。それにしても、平成不況にはじまる日本経済の不振は構造的なものであり、か

つてのように循環的な要因によって経済が浮上することはもはや期待できないとする、いわゆる「日本

経済悲観論」は、足元の景気回復の意外な腰の強さを背景に、最近ではややトーンダウンしてきた。や

はり、沈む瀬もあれば浮かぶ瀬もあるというダイナミックな経済のリズムがなくなったわけではない。

それどころか、バブル経済の崩壊から平成不況を経て今回の景気回復にいたる日本経済の歩みは、石油

危機や円高のような外生的ショックに起因するのではなく、内生的要因に基づく不況とその回復過程と

いう意味では、むしろ典型的な資本主義経済の景気循環といってもよい。

ところで、昨年のヒット作「ロングバケーション」は、いまにして思えば象徴的なテレビ・ドラマで

あった。話の筋は、なにをやってもうまくいかない失意の時期に直面している男と女の不思議な同棲生

活を軸に展開する、他愛のないラブ・コメディーである。それが大受けした背景には、もちろん演出の

うまさ、出演者のキャラクターの魅力もあるけれども、意図せざる時代状況との共鳴という要因も大き

かったように思われる。ドラマの表題は、木村拓哉扮する主人公のピアニストが、「人生なにをやって

もうまくいかないときがあるけれど、それは神様がくれた長い休暇と考えればよいのではないか」と語

る名場面に由来する。失意の時期を前向きに、しかし肩肘はらずに受け止める達観が共感をさそった。

不景気であまりいいこともないけれど、ものは考えようか、と思った人もきっと多かったに違いない。

さて、昨年６月の最終回で、ドラマの主人公たちが神様のくれた「ロングバケーション」を終えて、人

生の次の局面を切り拓いていくという、典型的なハッピー・エンドが放送されていたころに、日本経済

もまた長い失意の時期を終えていたようである。日本経済の「ロングバケーション」は終わった。しか

し、ドラマとのアナロジーもまたここで終わる。われわれは厳しい経済の現実に立ちかえらねばならな

い。短期的な回復傾向を、中長期的な発展につなげ、日本経済の新しい局面を切り拓けるかどうかは、

これからの経済主体の戦略的選択によって決まる。市場の調整という「神の見えざる手」がハッピー・

エンドをもたらしてくれるわけではない。それどころか、むしろ逆にわれわれは「市場の失敗」を念頭

に置きつつ、経済的効率と社会的公正の両立に向けて人知を結集すべきだろう。「効率成りて、万骨枯

る」類の愚を避ける深謀遠慮の中にこそ、中長期的発展の道筋は展望しうるといわなければならない。

日本経済の構造改革の構図を主体的に構築していくための正念場がいま訪れようとしている。
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寄 稿

均等法改正の道すじ

連合副事務局長 熊崎清子

募集・採用などめぐる事業主の女性差別を禁止した雇用均等法改正や労働基準法における労働時間に関

係する女子保護規定の撤廃など中心にした労働関係法改正が６月１１日、参議院本会議において附帯決

議をうけ賛成多数で可決・決定した。

施行期日については、法の条文上において①「女子」を「女性」、「婦人」を「女性」に置き換える等

用語整理をすること、②妊娠中および出産後の健康指導、健康診査を受けるための必要な時間確保につ

いて③多胎妊娠の産前休業期間を１０週から１４週間へ延長する。等一部を除いて、１９９９年４月か

ら施行されることになる。

なお、政令、指針については、今後、婦少審で審議される。

参議院本会議で採決される６月11日前後の各紙の新聞紙上では、均等法改正について、国会審議を取り

上げながら、見出しタイトルは、女子保護規定撤廃の危機論が中心であった。

連合は、今回の均等法改正に当って、均等法を男女雇用平等法に改正する、労基法の時間外・休日労

働、深夜業に係わる女子保護規定については解消し、新たな男女共通の規制を設けるとの基本方針を９

６年６月開催された中央委員会で決定、婦人少年問題審議会に臨んできた。今年１月に審議会答申にあ

たっては、均等法改正について「おおむね妥当」と見解を表明すると共に残された、新たな共通規制の

実現にむけ引きつづき、強い決意で取り組んできた。
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したがって、５月以降の法案の国会審議においては、連合は支援協力関係にある政党に対して①労基法

の女子保護規定の改消に伴う新たな男女共通規制の実現とその施行との間に空白期間が生じないように

すること。②均等法については、性差別禁止法への道筋を明らかにすることを要請してきた。

目的を達成するために衆参両議院の労働委員会審議には連日、傍聴行動を展開すること延べ４００名に

なる傍聴者となった。また、日比谷野音での「実効ある男女雇用平等と時間外労働、深夜業等、新たな

男女共通規制の実現。’９７政策重点要求として総決起集会の開催、地方連合会では、地方議会での要

請行動を展開してきた。このように連合の要求実現に向けて、限りない実践行動を積み重ねた。

実践行動へ参加した男女組合員は、国会審議と政治のあり方、男女平等への道筋にあたっては、仕事と

家庭の両立に対す理解と意識面で改革が重要であるとの体験が話されたことも活動への成果であった。

衆参両院の審議を通じて、男女共通規制に係っては「中央労働基準審議会で時間外・休日労働等のあり

方について、時間外労働協定の適正化指針の実効性を高めるための方策等検討するについては、法令の

中へ位置づけることを含め、広範な見地から検討が行われるように、また、その実施時期について「施

行日である１９９９年４月までに適切な対応策ができるよう努力したい。更に労基法の女子保護規定解

消に係わる家族的責任を持つ女子労働者の負担軽減するとの観点から中央労働基準審議会で「急激な変

化を緩和するための過渡的措置について検討が行われるように努める」ことが明らかにされ、これが言

葉上での激変緩和の出所である。一方、均等法については、「究極の姿は性差別禁止法であり、法施行

後状況の的確な把握に努め必要な検討を行う。」ことも明らかにされた。これは連合が国会審議に求め

た要請にかなり応えたものであるといえる。

今後さらに議論される均等法関連条文に基づく、省令・指針の策定と時間外・休日労働及び深夜業の男

女共通規制について、全力をあげて取りくむ。特に中央労働基準審議会においては、６月の連合中央委

員会で決定した「労働基準法改正（労働契約、労働時間）見直しに関する当面の対応」いわゆる、裁量

労働制の適用対象の拡大、労働契約期間の上限の緩和について、慎重な方針を打出し、均等法改正と女

子保護規制撤廃に係る、残業時間、休日労働、深夜業については男女共通規制の時間、１９９９年４

月、同時施行することが決定された。

もちろん、労働法関係では、規制緩和をめぐって、論議が展開され、中基審メンバーの労使間では、意

見はかみ合わないことは当然である。
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初めに規制緩和ありき、ではない。

連合は、規制緩和について「経済的規制の緩和の推進と、社会的規制の適切な強化」を求めている。特

に社会的規制の分野に入る労働法関係では、規制緩和の論点をすべきでないことを肝に銘じ、経済社会

の変化への対応と労働者の権利確保にむけて、積極的な活動に取り組む。

また、パート労働法改正にむけた取り組みも含め、男女が共に人間らしく働き、経済社会に参画してい

くためにも連合要求に果敢な行動へ向う。
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http://www.rengo-soken.or.jp/index.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no106/dio.htm
http://www.rengo-soken.or.jp/dio/menu.htm


http://www.rengo-soken.or.jp/houkoku/kenkyu/kh940801.htm[2008/10/07 10:03:46]

1994.8発表

発展するアジアと日本

－奇跡の成長を越えて・アジアからの発信－

アジアと日本研究委員会

伊木 誠 （主査・国学院大学経済学部教授）

井上 甫 （創価大学経営学部教授）

今野浩一郎 （学習院大学経済学部教授）

下田 健人 （麗澤大学国際経済学部専任講師）

服部 保孝 （機械振興協会経済研究所調査役）

福井 泰子 （機械振興協会経済研究所調査役）

熊谷 謙一 （連合雇用対策局部長）ほか

ポスト冷戦後の新しい国際秩序構築への模索が続く中で、アジアに対して世界の熱い眼差しが集まると

同時に、アジアの内部からも国際社会での役割の自覚の上に立って能動的働きかけをめざす動きが活発

化している。

近年における東アジア地域の経済成長にはまさに目をみはるものがあるが、世界の関心は単にこの地域

での持続的高成長にのみ向けられているのではない。アジア内部の諸国間の関係ならびにアジアと世界

の関係がいま変りつつあることにも重大な関心が寄せられている。すなわち、域内諸国間の経済的相互

依存関係の深まりは次第に経済ネットワークの形成を促しつつあり、その帰趨は今後の国際経済秩序の

あり方に重大な影響を及ぼすと考えられるのである。

発展するアジアは、いま奇跡の成長を越えて、新しい時代に向かって一段の飛躍をなすべき時にある。

その際、問われてくる重要なポイントのひとつは、経済発展と社会発展の調和という課題であろう。こ
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の課題への対応において、労働者の声を代表して発言する労働組合の役割は大きい。

本委員会が実施したＮＩＥｓ、ＡＳＥＡＮ７ヵ国の労働組合リーダーへのアンケート調査の結果から

は、人権・民主化、環境、人的資源政策への労組リーダーたちの積極的な姿勢が伺えると同時に、アジ

アにおける産業民主制が力強く発展しつつある姿も明らかにされた。労働組合の国際連帯活動は、この

地域の産業民主制発展のより一層の発展をめざして活動を強化する必要があるだろう。とりわけ、日本

の労働組合はその役割期待に応えなければならない。

＜目 次＞

はじめに

総 論 90年代アジア経済発展の特徴と課題

第Ⅰ部 アジアの経済・産業ダイナミズムと地域経済関係

第Ⅱ部 東アジアにおける労働者状態の諸側面

第Ⅲ部 アジアの労働組合と国際連帯活動の課題 

NIEs，ASEAN７ヵ国労働組合リーダー・アンケート調査の分析と政策的含意

むすび 21世紀に向かう世界とアジア社会の課題 －「アジア社会憲章」の意義と課題

前に戻る 
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トップセミナー講演記録

改革とは何か －どのような社会をめざすのか－

専修大学教授 正村公宏

１．なぜ改革が必要なのか－「社会の持続可能性」のためのシステムづくり

ここのところ、改革という言葉がしきりに使われており、第２次橋本内閣の６大改革とかいわれている

が、どうも何を目指すのかがはっきりしない。厳しく言えば、やっていることは赤字減らしでしかな

く、それさえ腰砕けに終わる可能性が非常に高い。かつてなく改革が言われているにしては、見通しが

たっていないという感じがする。このままでは未来は明るくなく、むしろ悲観的にならざるを得ない。

私は世の中でいわれているのとは多少違う視点からこれをいわざるをえない。

まずよく言われているように、国内では成長の時代は終わりつつある。いわば成熟を目指さなければい

けない、そういう時代に来ている。

まず第１に、子供の数が減っている。子供の数が目立って減り始めたのは70年代からであるが、その時

期に日本の経済が高成長から中成長に移行した。年平均10％前後の成長から、４～５％の成長に落ち込

んだときに、ちょうど子供の数も急激に減り始めた。その時点から、日本の人口の流れはターニングポ

イントを曲がり、今その影響が現れはじめているのである。95年の８，７００万をピークに、生産年齢

人口はすでに減り始めている。おそらく労働力人口も2000年をピークに下がり始めるであろう。高齢

化、高齢化と老人が増える話ばかりしているが、実は労働力人口が減り、それによって労働者の中高年

のウエィトが相対的に高くなり、若年が減るという大きな変化が起こると言うことなのだ。そういう姿

でどこまで経済の活力が維持できるのかということが問題になる。

２番目に、国内では、結構豊かになっているし、成長はそろそろいいと思ってもおかしくない状況であ

るが、国際環境は結構厳しい。アジアが経済的に勃興をするということは、アジアの産業と日本の産業

が競合関係に既にあるという事であり、外側から産業構造の激変を強制されるということでる。
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そして、これが本日のテーマになるのだが、３番目は、政治と行政の機能不全が余りにもひどいと言う

ことである。

このことの根本的な問題は、人口の75％をしめるサラリーマンが目先の企業内的現実に目を奪われ、日

本社会全体のことに関心がないことである。企業内福利が充実や、退職金がどれだけもらえるか等、自

分の企業の成長にすべてをかけている。全体の年金制度がどうであるとか、医療保障制度がどうである

とか、老後の介護はどうであるとかということにあまり関心を持たない。財政改革に関連していえば、

ついこの間農村から出てきたばかりの労働者が多く、農村にお金をばらまいていても怒らない。こうい

う、マクロのことに関心のないサラリーマンを日本は作ってしまった。

企業レベルのミクロが成長したから、社会全体やこれからの日本のあり方など、マクロがいつまでも弱

かった。政策の論議もろくにしないような国会を許してきた。政策を持たない政党を許してきたのだ。

本当は我々の国の前には、ミクロレベルの話をこえた困難な大課題がある。例をあげると、地球環境問

題というのは、20世紀の終わりから21世紀にかけての大問題である。今、温暖化に対処するために炭素

税をどうしようかということが話題になっているが、日本とアメリカは一番遅れている。どうするかと

いうことについては、それはいろいろな議論があるだろうし、その方法については工夫すべきである

が、日本にはどうするかという議論そのものがない。実はこれが最も深刻な問題なのである。

目先の効率だけは達成したけれども、長期的にみて、孫子の時代まで安定したいい暮らしを保証する、

という生活の条件をつくるということをやってこなかった。これが今、日本の社会が直面している問題

である。改革というのは、目先のあれをどうする、これをどうするという話ではなく、その根底にある

ものは、我々の社会が十分な持続可能性を持つようにする、サステイナビリティという30年、50年、１

００年たっても大丈夫な社会の仕組みをつくっていくことが基本的な課題である。

『しあわせの未来形』というプロジェクトを連合総研でやらせていただいたが、そこで私が強調した

かったのは、このままでは日本社会は危ないということである。差し当たり2020年、そこから先まで考

えて、生活の安全と安定をミニマムに保障するためには、よほど制度的な枠組みを変えなければならな

い。そういう意味で、今、大変重要な時期に来ているということである。
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少し大袈裟に響くかもしれないが、日本が変わることができるかどうかということは、文明史的な大課

題である。なぜならば、日本は経済的には繁栄したけれども、安定した社会を維持することができず、

あっという間に崩壊したということになれば、現代文明が目指している人権とか、自由とか、民主主義

というのは何だったのかということになる。経済を発展させただけではなくて、民主主義を機能させ、

時間はかかるけれどもみんなで議論しながら、ともかく安定した良い社会を日本は維持しているという

ことがやれるかどうかというのは、これから20年、30年のアジアに影響を与えると思われる。日本が改

革できるかどうかということは、現代文明が課題として追求してきた人権と自由の保障された良い社会

をつくり上げていこうという本来の目標、成長が自己目的になってしまうような状態ではなく、本来の

目標に向かって人類が進むことができるかどうかということの、重要なきっかけになるということであ

る。

２．どのようなシステムをめざすのか－個別裁量型介入からルール型規制へ

このような視点で、日本の今までの成長の時代につくりあげてきたすべてのシステムを見直すことが必

要になっている。成長の時代につくられてきたシステムの非常に重要で基本的な特徴は、個別利害に対

して個別的に対応するということであり、行政機関がいろいろなところで規制をし、助成をし、保護を

することである。国際的圧力のためいわゆる工業部門では、そういう助成と規制と保護は比較的早い時

期に取り払われていったが、証券や金融等、なかなかそれが取り払われなかった領域があり、それが問

題になっている。

一番問題を残したのは農業である。日本の農業というのは、いわば国営農業のような面があるが、それ

で農業は近代化され発展したかというとそうではない。一律減反とかそういうやり方で、本来農業を支

えるやる気のある農業者を育てていない。過保護農政が農業を破産させているわけである。それで、ウ

ルグアイ・ラウンド対策等といい、お金をばらまいているわけであるが、ウルグアイ・ラウンド対策と

は何かといろいろ聞いてみると、農業とおよそ関係のないことにお金を使っている。農業に市場原理を

生かすことは必要であるが、かといって完全な市場原理に野放しで任してよいということではない。自

然保護の問題、資源を保存するという問題、食糧の安全保障という問題などを考えると、政府のコント

ロールのもとに置くべきであろう。高い関税を課するということも十分あり得る。関税緩和は結構だ
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が、その先、関税はどんどん下げていくという議論はおかしい。そうではなくＷＴＯで日本の政府が要

求して、２１世紀を考えると、農産物は完全な自由化というのはあり得ないよという主張をすべきであ

る。

木材についても、関税のない自由貿易をやって何が起こったか。ボルネオの森が壊れ、日本の森が壊

れ、どうしようもなくなっている。

市場は必要であるが、ルールが要るということである。そこにはルールをどうするか、コントロールを

どうするかということを考えないで自由化をしてもいいわけがない。そういう農林水産物の貿易の原理

がどうあるべきか、という議論を日本ではやらないで、米の自由化をどうやって回避するかということ

ばかりをやっている。これがおかしいのである。

改革とは、社会経済システムをつくり変えるということである。社会経済システムをつくり変えるとは

何かというと、制度の組み合わせを変えるということである。

ただし、それをやるということは、個別的裁量的な介入にかわって、ルール型の規制に変わらなければ

いけないということである。ルールをしっかり確立して、そのルールに基づいて、企業に対する監視・

監査をきちんとやるということだ。例えば、独占禁止法に基づいて法律をつくったら、その法律は守

る。独占禁止法に基づいて公正取引委員会が十分に調査をし、監査をし、これはルール違反だとなった

ら、その場合は介入してもいい。

環境行政も貧弱である。地球環境問題から地域環境問題までグローバルな問題からナショナルな問題、

リージョナルな問題まで、環境行政は、プロフェッショナルが育つような行政機構をつくって、やはり

１，０００人とか２，０００人のスタッフを揃えて、できれば行政委員会方式にして、独立性の強い、

責任の所在のはっきりした機構にもっていくべきであるが、今の政府はそういう議論をしていない。

社会保障問題も重要である。今度の財政構造改革会議で、橋本首相が力説したのは「聖域は設けない。

社会保障も対象にする。」ということである。たしかに聖域を作らないということは良いことである。

ただし聖域をつくらないということは、その場しのぎではだめだということであり、すべての問題につ

いて、根源にさかのぼって考えるということである。今度の健康保険法の改正、介護保険法案の問題も

そうであるが、原理をよく考えないで、財政がピンチになったから取れるところから取ろう、介護は大
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変だから、今の一般会計からは出せないから、お金を取れるところから取ろうという発想でしかなく原

理を考えているのではない。社会保障とは、国民の生活の安全保障のための社会的共同事業であるべき

で、弱者救済ではない。すべての国民生活の安全保障のひとつであり、ソーシャル・セキュリティであ

る。ソーシャル・セキュリティというのは国家の安全保障と同じ言葉を使うが、社会的安全保障、生活

の安全保障のための社会的共同事業であり、お金を削ればいいということではない。どこの部分を社会

的共同事業にしたらいいか、どこの部分は個人と家族の責任に任せたらいいかという見きわめをしけれ

ばならない。

また、地方分権にすべきである。分権と自治ということは、行政の改革であると同時に文化の創造でも

あり、民族のエネルギーの源を耕し直すということであるはずである。そのことをゴールとして考えな

がら、ステップ・バイ・ステップに中央の行政の機構というのをつくり変えていくという目標が設定さ

れないと、行き当たりばったりになってしまう。口先では分権と言っているが、ほんとうの分権の精神

がない。だから、選挙では改革という垂れ幕を垂らすが、今度の選挙でどうやったかとよくいろいろ聞

いてみると、みんな同じである。整備新幹線を持ってくるからとか、ウルグアイ・ラウンドは絶対削ら

せないからとか、今度はあの予算を取ってくるからとかいうような話ばかりで、システムのあり方につ

いては、全然見通しをもった議論が不在である。

３．どのような社会をめざすのか

行政改革は、ただ行政を改革するということではない。財政を改革するということは、ただ財政の仕組

みが変わるということではない。我々の暮らし方全体が変わるということでなければならない。あるい

は我々の働き方が変わるということでなければならない。今までの日本経済というのは、全部がうまく

いったのではなく、ある偏った、ある側面に関する過剰の成功を記録した。バランスのとれた安定した

国民生活を保障するということに関して、日本の社会運動は、労働運動を含めて成功したとはいえな

い。

労働時間を短くするというような話一つとっても、企業別の交渉で労働時間短縮というのは限度があ

る。産業別の交渉でも限度がある。私の意見では、差し当たり割増賃金率５０％に上げることしかな

い。それから、年次有給休暇をきちんと消化しなかったらペナルティーを課すというぐらいの社会的

ルールをやらないといけない。
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そういうふうにしないと、女性が働く可能性はますます難しいし、高齢者も働き続けることが難しい

し、日本の社会の再生産力はますます低下します。女性の学歴が上がっていることもあって働き続けた

いと考えているのに、働こうとすれば、残業はつき合わなければいけない。だから、仕事をやめるか、

子供を生んで育てるか、二者択一になって両立はできない。

都市化が進み、産業構造が高度化して、通勤時間が長くなって、労働形態が変わってしまって、やたら

に残業したり、そういう状態がある限り、正常な社会ではない。子供が生んで育てられないというのは

正常な社会ではない。ノーマルな社会というのは、つまり人間の選択の自由が社会的に保証されてい

て、その中でミニマムの安定と安全ということが確保されていて、そして、将来の社会の再生産が可能

である、人間の再生産が量的にも質的にも可能である。そういう状態が維持される社会をつくってい

く。そのためには、企業と個人の関係、企業と人間の関係を変えないといけないと。今のような働き方

をずっと続けていたら、既にそれが起こっているんですけれども、子供がどんどん減ってしまっておか

しくなる。

さいわいに何とかしなければという動きが、大震災のボランティア運動の広がり、地域での福祉活動の

広がりなど、いろいろなところで起こっている、それを共通の考え方で、日本の社会をつくり変えよう

という運動にしないといけない。それが本当の社会運動・労働運動だと思う。政府の失敗ははっきりし

ているから、政府がやり過ぎていることを削らなければならない。規制緩和をやって、市場原理万能に

戻るということではない。しっかりとしたルールをつくって、ミニマムの保障をきちんとして、自己責

任体制が確立するような状態にして、仕事は仕事でしっかりやるが、もう少しゆとりのあるバランスの

とれた暮らし方ができるような、生活時間と生活空間をどうやってつくっていくかという建設的なプロ

グラムを示す必要がある。それに向かって漸進（グラジュアル）に一歩一歩着実に改革していかなけれ

ばならない。

＋－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＋
｜ 今回の要約は、誌面の関係もあり正村先生の意を尽くせておりません。詳しくは｜
｜「ちくま新書から７月に発行された「改革とは何か」をお読みください。    ｜
｜                                     ｜
｜…………………………………………………………………………………………………｜
｜                                     ｜
｜ ちくま新書 ６６０円     改革とは何か               ｜
｜                                     ｜
｜            －どのような社会を目指すのか－          ｜
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｜                      専修大学教授  正 村 公 宏｜
｜                                     ｜
｜行革、規制緩和、金融ビックバン等「改革」と呼ばれて久しい。だがそもそもなに｜
｜をめざすか。                               ｜
｜                                     ｜
｜日本は変われるのか。ゆとりある社会に向けての大胆で戦略的な提言。     ｜
＋－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－＋
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